
 

令和 2 年 5 月 29 日 

株式会社 福岡中央銀行 

日本政策投資銀行との「災害対策業務協力協定」の締結について 

―新型コロナウィルス感染症等に関連する災害対応や地域活力強化を支援― 

 

福岡中央銀行（頭取 古村 至朗）と株式会社日本政策投資銀行（代表取締役社長 渡辺 一、以下「ＤＢＪ」とい

う）は、令和 2 年 5 月 29 日に新型コロナウィルス感染症等に対応する「災害対策業務協力協定」を締結いたしました

のでお知らせします。 

 

  本協定は、国内外の金融秩序の混乱又は大規模な災害、テロリズム若しくは感染症等（以下「災害」という）への

対応に際し、当行とＤＢＪが相互に協調して取り組み、地域経済の発展に寄与することを目的とするものです。 

 

  本協定を通じて、当行とＤＢＪとの連携を一層深め、今後も地域のお客さまの支援を積極的に行ってまいります。 

 

記 

１．業務協力の目的 

  当行とＤＢＪがそれぞれの持つノウハウ、ネットワーク等を活かし、緊密に連携しながらさまざまな支援を行うこと

で、今般の新型コロナウィルス感染症等の災害対応業務において、地域活力の強化、およびわが国社会全体のレ

ジリエンス（持続可能性）向上に寄与していくものです。 

 

２.業務協力の主な内容 

  ・事業者等に対する事業性評価等に基づく円滑な金融機能の発揮 

  ・事業者等に対するコンサルティング機能の発揮 

                           

                                                                以  上 

 

 

 

 

 

 

≪本件に関するお問い合わせ先≫ 

融資統括部  ℡：（092）751-4436     


